
児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書 

 

平成２８年１月の埼玉県狭山市における３歳女児の死亡事件や、大田

区での３歳男児の死亡事件など、児童虐待により幼い命が奪われる深刻

な事態が続いている。 

家庭や地域における養育力の低下、子育ての孤立化や不安、負担感の

増大などに起因した児童虐待の相談件数は増加の一途をたどっており、

内容が複雑で解決が困難なケースも増加している。この様な現状に対処

していくために、平成２７年１２月、すべての子どもの安心と希望の実

現プロジェクトにおいて、児童虐待防止対策強化プロジェクトが策定さ

れた。 

また、平成２８年３月１０日の厚生労働省の専門委員会では、児童養

護施設入所者の退所年齢を原則１８歳から２２歳まで継続することや、

新たに児童相談所の設置自治体を拡充させ、児童相談所の業務を一時保

護など強制措置の伴う介入に重点化させる方向性が示された。 

よって、本区議会は、国会及び政府に対し、児童虐待防止対策の抜本

強化を図るため、被虐待児童の施設退所後や里親委託後のきめ細かなア

フターケア事業などを含む、児童虐待防止対策強化プロジェクトの早期

実現と、児童相談所の体制強化策及び、これらの予算措置の拡充を強く

要請する。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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